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施設・事業体系の見直し

○ 障害者の状態やニーズに応じた適切な支援が効率的に行われるよう、障害種別ごとに分立した
３３種類の既存施設・事業体系を、６つの日中活動に再編。

・ 「地域生活支援」、「就労支援」といった新たな課題に対応するため、新しい事業を制度化。

・ ２４時間を通じた施設での生活から、地域と交わる暮らしへ（日中活動の場と生活の場の分離。）。

・ 入所期間の長期化など、本来の施設機能と利用者の実態の乖離を解消。このため、１人１人の利用者に対し、身

近なところで効果的・効率的にサービスを提供できる仕組みを構築。

① 療養介護

⑤ 就労継続支援
（ 雇用型、非雇用型 ）

④ 就労移行支援

② 生活介護

③ 自立訓練

（ 福祉型 ）

（ 医療型 ）

※ 医療施設で実施。

以下から一又は複数の事業を選択

身 体 障 害 者 療 護 施 設

更 生 施 設 （ 身 体 ・ 知 的 ）

＜現 行＞ ＜見直し後＞

居住支援日中活動

授 産 施 設 （ 身 体 ・ 知 的 ・ 精 神 ） 施設への入所

又は

居住支援サービス

（ケアホーム、グループホーム、

福祉ホーム）

精 神 障 害 者 生 活 訓 練 施 設

小規模通所授産施設（身体･知的･精神）

福 祉 工 場 （ 身 体 ・ 知 的 ・ 精 神 ）

障 害 者 デ イ サ ー ビ ス

新
体
系
へ
移
行
（
※
）

精神障害者地域生活支援センター

（ デ イ サ ー ビ ス 部 分 ）

重 症 心 身 障 害 児 施 設

（ 年 齢 超 過 児 ）

進 行 性筋萎縮症療養等給付事業

（ 機能訓練・生活訓練 ）

⑥ 地域活動支援センター
※ 概ね５年程度の経過措置期間内に移行。

【訓練等給付】

【介護給付】

【地域生活支援事業】
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新体系サービスの概要新体系サービスの概要

療養介護

生活介護

自立訓練
（機能訓練・生活訓練）

就労移行支援

就労継続支援

地域活動支援センター

施設への入所

ケアホーム

グループホーム

福祉ホーム

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介
護及び日常生活の世話を行います。

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創
作的活動又は生活活動の機会を提供します。

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力
の向上のために必要な訓練を行います。

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向
上のために必要な訓練を行います。

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向
上のために必要な訓練を行います。

創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です。

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に
必要な支援を行います。

日
中
活
動

居
住
支
援

介
護
給
付

訓
練
等
給
付

地
域
生

活
支
援

事
業

地
域
生

活
支
援

事
業

訓
練
等

給
付

介
護
給
付
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日中活動系サービスについて
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○ 病院等への長期入院による医学的管理の下、食事や入浴、排せつ
等の介護や、日常生活上の相談支援等を提供。

○ 利用者の障害程度に応じて、相応しいサービスの提供体制が確保
されるよう、事業者ごとの利用者の平均障害程度区分に応じた人員
配置の基準を設け、これに応じた報酬単価を設定。

○ 利用期間の制限なし。

【利用者】

【サービス内容等】

① 筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、障
害程度区分６の者

② 筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害程度区分５以上の者

【報酬単価】

○ サービス管理責任者

○ 生活支援員 等

→ ４：１～２：１以上

【人員配置】

○ 521単位（4：1）～904単位（2：1） （定員40人以下）

・ このほか、経過措置利用者等について、6：1を設定。

・ 医療に要する費用及び食費等については、医療保険より給付。

療養介護事業療養介護事業

○ 病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする身体・知的障害者

【事業所数】 ３２ （平成２０年４月１日現在）
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○ 食事や入浴、排せつ等の介護や、日常生活上の支援、生産活動の
機会等を提供。

○ 利用者の障害程度に応じて、相応しいサービスの提供体制が確保
されるよう、事業者ごとの利用者の平均障害程度区分等に応じた人
員配置の基準を設け、これに応じた報酬単価を設定。

○ 利用期間の制限なし。

生活介護事業生活介護事業

【利用者】

【サービス内容等】

① 障害程度区分３（施設へ入所する場合は区分４）以上である者

② 年齢が５０歳以上の場合は、障害程度区分２（施設へ入所する場合は区分３）以上である者

【報酬単価】

○ サービス管理責任者

○ 生活支援員 等

→ ６：１～1.7：１以上

【人員配置】

○ 572単位（6：1）～1,320単位（1.7：1） （定員40人以下）

・ 基本単位数は、事業者ごとに利用者の①平均障害程度区分又は②平均障害程度区分及び重度障害者の割合に応じて、設定。

○ 地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な身体・知的・精神障害者

【事業所数】 ２，０９４ （平成２０年４月１日現在）
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○ 理学療法や作業療法等の身体的リハビリテーションや、日常生活
上の相談支援等を実施。

○ 通所による訓練を原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ、
訪問による訓練を組み合わせ。

○ 利用者ごとに、標準期間（18ヶ月）内で利用期間を設定。

【利用者】

【サービス内容等】

① 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの
継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者

② 盲・ろう・養護学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な
者 等

【報酬単価】

○ サービス管理責任者

○ 生活支援員 等

→ ６：１以上

【人員配置】

○ 通所による訓練 668単位 （定員４０人以下）

○ 訪問による訓練 187単位

自立訓練（機能訓練）事業自立訓練（機能訓練）事業

○ 地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者

＋
・ 標準利用期間超過減算：基本単位数の95％ 等

→ 事業者単位の平均利用期間が標準利用期間を6ヶ月以上

超える場合

【事業所数】 １６４ （平成２０年４月１日現在）


